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公営住宅の家賃滞納問題

正会員 平 山 洋 入＊
JI 

1. 研究の目的

大都市の公営住宅では，家賃滞納層が著しく増大する

という状況が顕在化しつつある。図ー1は主要大都市に

おける公営住宅家賃の収納率の推移を示しており，これ

によると，近年の収納率が徐々に低下している頻向が明

確に認められる。収納率の低下に伴い，収入未済額も必

然的に膨張し，ほとんどの大都市で 1億円を突破してい

るI.ti)。また，表ー1によれば，滞納世帯が管理戸数の

10~15・%程度を占めることがわかる社2)。

家賃滞納層の状況についていえば，この階層の中に家

賃納付意志の欠如した世帯が一定程度含まれていること

は事実であるが，他方では，低所得，借金，疾病，等々

の問題をかかえ，家賃負担能力の低下した世帯が大量に

存在していることに注目する必要がある。滞納世帯は，

生活上の種々の問題に加えて，滞納家賃の返済という問

題をもかかえこみ，生活がいっそう困窮していく傾向に

ある。さらに滞納世帯は，家賃を支払いかつ滞納家賃を

返済しない限り，公営住宅からの退去を余儀なくされ，

住居を喪失することにもなる。

家賃滞納が増大してくる背景には，近年の公営住宅に

より低所得の階層が増大・集積してきているという事実

があるil3)。公営住宅には被保護層等の社会福祉制度の

対象となる階層も増大しており，たとえば昭和 45年か

ら57年にかけて，被保護世帯の総数が 1.2倍になって

いるのに比べ， 2種公営住宅の被保護世帯数は fl倍の

増加を示している（全国平均）i.14)。周知のように，今日

の公営住宅は供給対象がより低所得の階層に絞られ，い

わゆる「福祉住宅」としての性格を強めておりi.15¥低
所得層の増大頷向は制度的にも促進されている。こうし

た公営住宅居住層の変化に伴い，家賃負担能力の低い階

層が増加し，それが滞納問題の発生に結びついていると

考えられる。

この家賃滞納は，滞納世帯のみならず，公営住宅の事

業主体にも深刻な問題をもたらしている。つまり，現行

の公営住宅制度は原価主義あるいは経済家賃原則に埜づ
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図ー1 公営住宅家賃収納率の推移
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本稿の一部を昭和 63年近畿支部および大会（関東）において報告した。

＊神戸大学 技官・学術博士

(1988年 11月24日原稿受理， 1989年5月29日採用決定）

くものであり，事業主体は居住者からの家賃徴収を通じ

て建設コストを回収し，公営住宅を管理していかねばな

らない。家賃滞納の多発は，公営住宅経営基盤の脆弱化
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を意味し，事業主体には管理行政上の新しい対応が求め

られるようになる。また，公営住宅に低所得層や被保護

層，家賃滞納層等の生活困窮の著しい階層，あるいは社

会福祉制度の対象となるような階層が増大・集積するに

つれて，そうした階層の生活状況に応じた制度のあり方

を追求することが必要になってきている i16)0 

このような状況を踏まえ，本稿は，公営住宅における

家賃滞納層の特性と問題状況を実態的に明らかにしよう

とするものである。低所得層の増大・集積という状況の

中で，滞納問題に対処していくことが公営住宅政策の新

しい課題になるとすれば，滞納層の実態を把握しておく

ことは基礎的作業として重要であり，本稿の主眼もこの

点にある。具体的には，①まず，滞納層の基本属性を明

らかにし，滞納理由や滞納期間，滞納額等の指標からそ

の滞納実態を把握する。②次に，滞納家賃の返済の問題

をとりあげ，返済のための負担の程度，滞納額の増減傾

向等を分析する。③さらに，事業主体の滞納対策が滞納

期間等に応じて段階的に講じられる中で，どのような滞

納層がどの段階に位置するのかを明らかにする。

2. 調査の概要

調査の対象は，名古屋市南区，天白区の市営住宅に居

住し，昭和 62年 6月現在で過年度分を含む家賃を滞納

している 628世帯（全数）であるil7)。これは，南区，

天白区における滞納世帯全体 (931世帯）の 67.5%に

相当する。滞納世帯全体のうち現年度に滞納を開始した

世帯 (166世帯， 17.9 %)は問題が比較的軽微と考えら

れることから調査対象に含めておらず，また，家賃を滞

納しつつ公営住宅から退去した世帯 (137世帯， 17.7%)

は調査が困難であるため調査対象からはずしている。調

査は，名古屋市の家賃徴収員，および建築局住宅管理課

が所有するデータを原資料とするもので，滞納世帯の実

態を明らかにする諸項目を把握した註8)0 

なお，調査は南区と天白区の 2つの区域を対象とする

ものであるが，本稿では区域間比較等の属地的分析は行

わず，両区を一括して扱い，家賃滞納層の特性と問題状

況について，属人的分析を進めていく。また，調査の結

果，滞納世帯の居住する市営住宅は， 1種が337世帯

(53. 7 %), 2種が247世帯 (39.3%), 改良住宅が44

世帯 (7.0%), 総計628世帯 (loo.o %)であったが，
改良住宅のサンプル数が少ないため，以下では改良住宅

を2種公営住宅に含めて分析対象としている。

この調査は特定地域を事例地とするものであり，研究

の範囲と限界がその点にあることを明記しておかねばな

らないが，今回実施した調査に類するものは従来まった

く試みられておらず，その意味では，本研究は事例的研

究として一定の意義が認められると考えている。本研究

で得られる知見がどの程度一般化でき，どの程度特殊で

あるかについては，今後他地域においても調査・分析を
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重ねていくことが必要であろう。

3. 家賃滞納層の滞納実態

(1) 基本属性

まず，表ー2は，滞納世帯の碁本属性を示したもので

あり，比較対象として公営住宅の一般世帯の基本属性を

も表している。一般世帯のデータは既存の『名古屋市営

住宅居住者調査報告書」 (1985年）をもとに把握したも

のである注9)。これによると，世帯類型は，滞納世帯と

一般世帯のいずれにおいても「夫婦と子」が最も多く，

59 %と同じ比率を占めるが，「夫婦と子」以外では，一

般世帯に比べて滞納世帯は「夫婦のみ」の比率が低く，

「単身」「欠損」が相対的に多い。後述のように「単身」

と「欠損」は滞納が長期化し，滞納額が大きいなど問題

がとくに大きい世帯であるが，この両者を合わせると，

一般世帯の 18%よりも滞納世帯の 24%で比率が高

ぃ注IO)。滞納世帯の世帯主年齢は，一般世帯に比べて「4:0

~49歳」と「50~59歳」の比率が高く，両者で 62% 

になるiUIJ。世帯主職業をみると，滞納世帯は「技能労

務的職業」や「運輸・通信的職業」のいわゆるプルーカ

ラーの多いことが特徴的であり，「技能労務的職業」は

滞納世帯36%, 一般世帯24%, 「運輸・通信的職業」

は滞納世帯 15%, 一般世帯 10%である。また，滞納

世帯においては，就労が不安定な「日雇い・内職」や「無

職」も一定比率を占め，両者で 28%になる注12)。世帯
総収入と保護率については，一般世帯のデータを収集で

きなかったが11:13),滞納世帯の世帯総収入（手取りの月収）
を観察すると，「15~20万円」を中心に大きな幅がある

ものの，収入のかなり低い世帯が一定比率を占め， 15

万円未満までで 29%になる。さらに，滞納層の 8%は

表ー2 滞納世帯の基本属性
単位：世帯数 (96)

滞納世帯 一般世帯

1種 2種計

扉員 i灸~i-tととi t ",_.慮--', 日u' !" 江"", i '"""J,"', .・・. '', ! , , ~~~鴎n" ' ,,_"": U,. .・.・ , '.", 'm ' 乱.. ~ 碑.. " ' """'，"討•, ・・・・.・ • ' 、'' , i 

』'' 

jii齢 ~匹計:-ft .. ～ 
3吾蕊言! .. :!:!...! '~諏! .. 1i..i. ! l-li~ !, ! .. !J. ! l』l

l"祖・『' 
~6.0 
100.0) 

I 入 -』お四．,_,遵_万.万,.円,以円未上•～ 』, .. 甜＂ ""u ・・.' • ' 』~ .. ", 且.. 計.・.. ' :』i , "" .. ", 祖!・・・:.' ' ' ! • 
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(l.t) : ii曇霞雙i馨嚢：翠霞轡責9尉琶9霞,r~ii•sss年、名古屋市
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表ー3 世帯類型別世帯総収入

世帯総収入 ~ 5万未満円 5~10 10~15 15~20 20~25 25~30 3以0上万～ 円

単身
(17 5 .2) (31， .0) (27 8 .6) (134 -8) (IO3 . 3) (0゚.0) (0゚.0) 

夫婚

世
(52 .4) (I04 .8) 

7 
(18.9) (29 II 7) (218 .6) (104 .8) 

I 
(2 7) 

欠損
(22 .9) 

帯

(21!.5 4) (3244 ,3) (14 10 .3) (2115 .4) 
3 I 
(4.3) (1.4) 

（夫巴苓ふ < o゚.o) (0゚,0) (183 .8) (6210 ,5) (122 .5) (6I .3) < o゚.o) 
顛

(夫6婦~17と磁子） (24 .8) (2.84 ) (1319 .5) (341 5 -~) (2637 .2) (1275 • 7) (51 ,0) 
型

(夫18嬌歳～と子） 
I 
(2.84 ) (11.16 2) (234 5 .s) (2345 .5) (126.84 ) (1298 .6) (o. 7) 

その他 I 1 
(186 .2) (27 ， .3) (211 .2) (124 • I) (155 .2) (3.0) (3,0) 

計
(315 .2) (37 7 .9) (1873 • 7) (21264 ,4) (21027 .8) (1631 .0) (492 .0) 

表ー5 世帯主年齢別世帯総収入

世帯総収人 - 5砧Is-10 10~15 15~20 20~25 25~30 翌翌
~29歳

(0゚.0) (82 .3) 
(16,4 • 7) (45 ll 8) (205 .8) 

I L 
(4.2) (4.2) 

世
30~39歳 I I 

(17 16 .4) (3219 .5) (2232 ,9) (2019 .7) (44 .3) 帯 (I.I) (I.I) 

主 40~49歳
(38 ,9) (613 .4) (1363 .3) (2552 .6) (2540 .6) (1226 .8) (I201 .3) 

年
50~59歳 I 

(1315 .4) (1315 .4) (2247 -1) (2236 .2) (1214 .5) (1214 .5) 齢 (0.9) 

60歳～
(11.5 9) (146 .3) (3515 • 7) (IJ.5 9) (167 • 7) (42 .8) (4.82 ) 

計
(315 .2) (37.87 ) (187 3 .5) (21264 .2) (21130 .3) (1632 , I) (842 .9) 

生活保護を受給しており註14I, 全国平均の世帯保護率が

2%程度であることからすれば礼15>, 滞納層にはきわめ

て低所得の世帯が多いといえる。

滞納世帯の基本属性を種別にみておくと， 1種に比べ

て， 2種の滞納世帯は，①問題の大きい「単身」と「欠

損」の比率が高く，両者で 28% (1種20%)を占める，

②世帯主年齢が高く， ・50歳以上の世帯が44% (1種23

％）を占める，③就労の不安定な「日雇い・内職」と「無

職」＇が合わせて 38% (1種20%)になる，④より低所

得の世帯が多く，世帯総収入 20万円未満の世帯が66% 

(1種44%)を占め，保護率は 12% (1種5%)になる，

等が特徴的である。

つぎに表ー3~4は，世帯総収入と保護率を世帯類型

との関連で示しており，これによると，「夫婦と子」の

収入が相対的に高く保護率が低いのに比ぺ，「単身」と「欠

損」では収入がきわめて低く，保護率が高い。世帯総収

入が15万円未満の比率をみると，「夫婦と子 (~5歳）」

は19%, 「同 (6~17歳）」は 19%, 「同 (18歳～）」は

15 %であるのに比ぺ，．「単身」は 76%, 「欠損」は 59

％であり，「単身」と「欠損」は収入が明らかに低い。

保護率は，「夫婦と子」の 3~6%に比べて，「単身」は

18 %, 「欠損」は 16%である。また，世帯主年齢別に

みると（表ー5~6),年齢の高い「60歳～」において世

帯総収入がとくに低く，保護率の高いことがわかる。

「60歳～」では，世帯総収入が15万円未満の世帯が62

％を占め，保護率が23%ときわめて高い。

(2) 滞納理由

表一7は滞納理由をS.A. (単数選択）と M.A.(複数

表ー4 世帯類型別保護率

計 生活保謹 生活保受給護 生活非保受謹給 計

(1029 0.0%) 
単身

(18， .0) (8241 .0) (10050 .0X) 
(I0307 .0%) 

夫拇 7 
(8856 ,9) (10603 .0%) (11.1) 

世

oo7o0 .ou 
欠損

筍

(1515 .6) (8841 .4) (10906 .0%) 

<too16 .au (夫鱚~と5子歳）
I 
(9269 • 7) (10300.0, %) (3,3) 

類

00104.1 0i) ( 夫6~嬌1と7歳子） (6II ,3) (91364 • 7) (101075 .0%) 
型

(101403 .0%) 夫18嬌歳と子
(-)  (35 .2) (91650 .8) (101505 .0%) 

(IOO33 • oi) 
その他

(63 .8) (943 1 2) (10404 .0%) 

(140609 .0%) 
計

(851 .3) (59612 • 7) (160013 .0%) 

表--6 世帯主年齢別保護率

計 生活保護
生活翡惰翡

計

(10204 .0%) 

(10902 .0%) 

~29歳
(o0 .o) , (IOO33 .O) (10303 .0%) 

世
30~39虚

(6， .4) (9133 2 .6) (IO14O1 • ば）帯

(120003 .0%) 

(101012 .0%) 

主 40~49虚
(615 .3) (29235 .8) (120400 .0%) 

年
50~59歳

(913 .3) (91207 .7〉 (I01400 ,0%) 齢

(10402 .0%) 
60歳～

(2214 .6) (77 48 .4) (10602 .0%) 

(104703 .0%) 計
(581 .3) (59615 , 7) (160016 .0%) 

選択）の 2とおりで示しているi.tl6)。ただし，ここでの

滞納理由は現時点での滞納理由を表している。滞納層の

滞納理由は，滞納期間中になんらかの変化を示すことが

予想され，たとえば滞納開始時点と現時点とでは滞納理

由が異なる場合も少なくないと考えられるが，データの

制約上，ここでは現時点の滞納理由をみていく。

滞納層全体で比率が高いのは「納付意志希薄」 (S.A.

33 % , M.A. 38 %) , 「借金」 (S.A.28 %, M.A. 35 %), 

「疾病」 (S.A. 18 % , M.A. 20 %)である。 S.A.では，

この 3つで 78%になる。

とくに「納付意志希薄」は比率が高く， S.A.で全体

の3分の 1を占めており，滞納層の中に家賃納付意志の

希薄な世帯が一定の位置を占めていることがわかる i.ll7)o 

しかし，残りの 3分の 2は「借金」や「疾病」あるいは

「離死別」「老齢」「失業・定年」等であり，滞納層の 3

分の 2はなんらかの要因による生活困窮によって家賃負

担能力が低下した世帯とみることができる。今日の公営

住宅にはきわめて低所得の世帯，あるいは社会福祉制度

の対象となるような世帯が増大しており，そうした階層

の生活困窮が家賃滞納の増大という現象に反映している

と思われる。また，「納付意志希薄」の世帯は，家賃負

担能力を有するにもかかわらず家賃を納入していないと

表ー7 種別滞納理由

滞納理由 疾病 鑓死別老齢 信金 隷・誓蒻その他 （世計帯歎

1種 1157 ..3 4 ~-i I I 3 7 235 0.0 1 4 6.7 8 3493. • 8 2 180 .9 6 (102036.0 ) 

2種 2202 .7 5 n 5 7 7 0 3309 • 3 I 19 0,2 5 2362. .2 3 u (102029.0 ) 
計 ~i-g u 34 .4 3 237 4 5 6 6 8.9 8 333 7.8 I n (104065.0 ) 
（注）上段： S.A (単敬選択、％） 下段： M.A. (複散選択、％）
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表ー8 世帯類型別滞納理由

滞納理由 疾病 譴死別老齢 惜金 罪’誓蒻その他
（世晶歎）

単身 2257-.-0 8 1U  u g:g 58..6 3 5555..6 6 I5I..6 I (10036.0 ) 
夫紐 rnJ oo..o o 2191.,8 4 lU  171.. 9 I 2288..6 6 甘：3 (10042.0 ) 

世
欠損 119..6 0 216 1.9 4 44.. 1 I 3277..0 4 22. • 7 7 3328..9 4 u (10073.0 ) 

帯

(夫拇~と5子歳） !U  g:g oo..o o 5544..5 5 94,. 5 I 2178 .2 3 tl (10022.0 ) 
類

型 ( 夫6嬌-と17 磁子） :u g:g oo..o o 4431..2 1 191..4 1 3326..6 4 u (101032.0 ) 
(1夫8嬌歳～と子） 223 1.8 5 g:g 32..3 1 3306..0 2 180..5 0 3430..8 8 u (101030.0 ) 
その他

3236..0 0 ::g 44..0 0 2342..0 0 44..0 0 2386 .0 0 u (10025.0 ) 
計 翡gu 34..3 1 2374..6 6 7 8..0 9 333 8.5 3 u (104060.0 ) 

（注）上段： S.A. (単数選択、％） 下段： ~.A, (誼数選択、％）

表一9 世帯主年齢別滞納理由

摺納理由 疾病 饂死別老齢 債金 翡・ 誓雌その他
（世は数）

~_29慮 1155..2 2 u o0 .o 0 1119-.5 2 37. .8 7 4466..2 2 IU  (10026.0 ) 
世

帯
30~39歳

lt3 t8 oo..o o 3497..0 0 ss..o o 2370..0 0 1100..0 0 (I100OO.0 ) 

主 40~49歳 翡：； u oo..o o 3391..3 1 68,,8 9 3463.,2 5 u (110092.0 ) 
年

齢
50~59慮 2245..5 2 lJ 11..9 9 2211..4 2 1112..6 1 3325..0 9 u (101003.0 ) 
60慮～ 器：t 02..0 3 2398..5 6 193. .6 I 29..3 1 2371..3 8 1151..4 9 (10044) .0 
計 2170..8 0 u 34.-4 3 2374..5 6 68..9 8 3337..8 1 u (104065.0 ) 

（注）上段： S.A. (単数選択、％） 下段： N.A. (複数選択、％）

みなされる場合であるが，この「納付意志希薄」の世帯

は必ずしも収入が高いとは限らず，さらに滞納が著しく

長期化し，滞納家賃の返済がほとんど不可能になってい

る場合が多く，滞納が長期化する過程で納付意志が希薄

化してきた世帯も少なくないと推察されるi.118)0 

滞納理由を種別にみると， 1種では「納付意志希薄」

が多<,2種では「借金」と「疾病」の比率が高い。 1

種では「納付意志希薄」がS.A.で40%, M.A. で43

％を占めるのに対し，・2種では S.A. 26 % , M.A. 32 

％にとどまっている。「借金」は 1種の S.A. 25 %, 

M.A. 30 %に比べて 2種の S.A. 30 % , M. A. 39 % 

で比率が高く，「疾病」も 1種の S.A.15 %, M.A. 17 

％に対して 2種の S.A. 21 % , M.A. 23 %で比率が高

い。また， 2種では「離死別」や「老齢」「失業・定年」

等の比率も相対的に高い。

続いて，滞納理由を世帯類型との関連で観察すると（表

-8), 滞納理由には世帯類型によって大きな差異が認め

られる。たとえば，「夫婦と子」は「借金」の比率が高く，

とくに「夫婦と子 (-5歳）」と「同 (6-17歳）」では「借

金」が41-55% (S. A.)を占めており，これは子供の

養育費等で生活費の膨張しがちな「夫婦と子」が借金で

滞納しがちであることを示唆していると思われる。「単

身」では「滞付意志希薄」が最も多く，「欠損」では「納

付意志希薄」と「借金」の多いことが特徴であるが，相

対的には「単身」は「疾病」，「欠損」は「離死別」が多

いことも特徴的である。「単身」が疾病をかかえている

場合や，離死別によって生じる「欠損」は，世帯の稼動

能力が低下しがちになり，それが家賃負担能力の低下に
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表ー10 種別滞納期間

澤納Ill閃 1-2ヶ月 3-5ヶ月 6~11ヶ月 1-; 店 2-雑i 4年～以上 It 

111 (1577 .1) (1682 .6) (2607 • I) (1694 ,2) (1682 .6) (26 1 3) (130303 .0%) 

2111 (1443 .8) (1312 .0) (19” ,2) (261.2 3) (261.3 6) (1325 .0) (12900 1 OU 

計 (11060 .0) (I9S4 , I) (11293 , 7) (21026 .2) (21205 .0) (956 .0) (160204 .01) 

表ー11 種別滞納額
濡納醒 -s召且 5~10 10-20 20-30 30-50 so-100 100以万上円～ 計

1糧
(150 5. I) (I5S 1 4) (1563 .0) (1139 .8) (154 6.3) (1565 .6) (829 .8) (I3OO 31 OU 

211 (1S7 I 5) (144 1 I) (2509 .3) (I3J.3 3) (150 7 .2) (157 1 5) (26 .1) (I29OO 1 OU 

計 (1IO6 I 2) (1942 .8) (11182 .0) (171.2 6) (1104 6.7) (1106 7.0) (35 S.6) (160202 .0%) 

結びついていると考えられる。

世帯主年齢別に滞納理由をみると（表ー9)' 「30~39

歳」では「借金」が39% (S. A.)と高い比率を占めて

おり，これは「夫婦と子」で「借金」が多いことに符合

するものとみられる。年齢が高い「50~59歳」と 「60

歳～」では「疾病」が21~25%(S.A.)と比率が高い。

上記のように「単身」において「疾病」が多くなってい

るが，高齢化した「単身」はとくに「疾病」の比率が高

<, 50歳以上の「単身」の 32% (S.A.)は「疾病」
によって滞納している世帯である注19)。また，年齢が最

も高い「60歳～」の世帯は「老齢」の比率が高いこと

も特徴である注20)。

(3) 滞納期間と滞納額

表ー10~11は滞納実態を明らかにする指標として，

滞納期間と滞納額を示しているが，滞納層全体では，こ

の滞納期間と滞納額は大きな幅がある。つまり，滞納期

間が短い 5か月未満の世帯が31%を占めると同時に 2

年以上の世帯が29%になり，滞締額は 10万円未満が

31 %を占める他方で 50万円以上が23%になる。

種別にみると， 2種の滞納期間がより長期化しており，

2年以上の比率が 1種の 25%に比べて 2種は 34%で

ある。ただし，滞納額は 1種と 2種にそれほどの差異は

なく，これは 2種の家賃が低く，滞納が長期化しつつも

滞納額は 1種と同程度になるためと考えられる。

続いて，図ー2は世帯総収入との関連で平均滞納期間，

平均滞納額および平均家賃をみたものであり，これによ

ると，収入が低くなるほど滞納が長期化し，滞納額が大

きくなるという領向が明確に現れている。世帯総収入が

高い「30万円以上～」や「25~30万円」では平均滞納

期間が 1年2か月， 1年3か月であるのに対し，収入が

低い「10~15万円」や「5~10万円」，「~5万円未満」

ではそれぞれ 2年4か月， 2年11か月， 3年 1か月とい

うように滞納が著しく長期化している。平均滞納額は，

滞納層全体で 32万円であるのに比べ，収入が低い「10

~15万円」や「5~10万円」では 35万円， 45万円にな

り，「~5万円未満」では 58万円にもなる。収入が低い

世帯では家賃が低いのであるが，滞納期間が著しく長い
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ために，滞納額が膨張するとい

う状態にある。

世帯類型別にみると（図ー3),

滞納期間が長く滞納額が大きい

のは「単身」および「欠損」で

ある。「単身」では平均滞納期

間が2年11か月ときわめて長

く，平均滞納額が55万円にも

なる。「欠損」は平均滞納期間

が2年，平均滞納額が35万円

であり．「単身」に次いで滞納

期間が長く，滞納額が大きい。

このように，滞納層の中でも，

収入がより低い世帯，あるいは

「単身」「欠損」において滞納

が長期化し，滞納額が大きくな

るという傾向が明確に認めら

れ，滞納期間や滞納額という指

標からみた場合，これらの世帯で問題がとくに大きいと

世帯総収入 家20 賃 2（5 千円） 滞20納期間 30 （月） 滞納40 額 （千円6）0 
200 300 0 500 0 

10~15 

15~20 

20~25 

25~30 

3以0上万円～

図ー2 世帯総収入別滞納期間，滞納額

世帯類型 家賃 （千円）
2.0 25 
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図ー3 世帯類型別滞納期間，滞納額

考えることができる注21)。

(4) 滞納の連続性と断続性

つぎに，滞納の「連続性」あるいは「断続性」という

問題をとりあげる。すなわち，滞納層の中には，連続的

に滞納を続けている世帯が存在すると同時に，家賃を納

入したり滞納したりというように断続的に滞納している

世帯も存在すると考えられる。ここでは，最初に滞納を

開始した時点から現在に至る期間の中で，滞納期間がど

の程度の比率を占め，納入期間がどの程度の比率を占め

るのかをみていく。

表ー12は，滞納開始以降の期間（滞納開始時点から

現在までの期間）に占める滞納期間と納入期間の比率を

示しており，これによると，滞納層全体では滞納期間が

64 %, 納入期間が36%である。つまり，滞納層は，ひ

とたび滞納を開始すると，それ以降の 6割強の期間を滞

納し， 4割弱の期間は家賃を納入しているということで

ある。種別にみると，滞納期間の比率は 1種61%, 2 

種68%, 納入期間は 1種39%, 2種33%であり， 2

種では滞納期間の比率が高く， 1種では納入期間の比率

が高い。これは， 2種における滞納の連続性がより強い

ことを示し， 1種の滞納が相対的に断続的であることを

表している。

世帯総収入別にみると（表ー13), 滞納開始以降の期

間に占める滞納期間の比率は，収入が低い世帯でより高

くなっている。収入が「30万円以上～」から「20-:--25 

万円」までの世帯は，滞納期間の比率が 60%前後であ

るのに対し，「15~20万円」と「10~15万円」では 65

~67 %になり，収入が低い「5~10万円」では 74%, 

「~5万円未満」では 84%と滞納期間の比率がきわめて

表ー12 種別滞納期間，納入期間

種別 滞納期問 納人期間 麿雛l始以降
1種 (6161. .2 I) (3108..3 9) (l26oo.5.oヶx~ 

2種 (2627..2 5) (3102..7 5) (13200.9.0ヶ%月) 

計 (6183 ..8 9) (3106..6 1) (12900.4.0ヶ%り

表ー13 世帯総収入別滞納期間，納入期間

世帯総収入 滞納期問 納入期間 麿蒻始以格

- 5万未溝円 (834 7 ..44 ) (156..9 6) (41040.3.0ヶ%月) 

5~10 (3744. .7 3) (2125.. 0 7) (41060.7.0ヶ%り

10~15 (2656..6 5) (3123..9 5) < 31800.5.oヶxf 

15~20 (6164..8 9) (395..1 1) (12500.9.0ヶ%り

20~25 
(5138 ..3 3) (491..5 7) (21020.8.0ヶ%~ 

25~30 
(6105..32 ) (3190..0 7) (21050.2.0ヶ%月) 

3以、0万上～ 円 (6130..4 6) (389..7 4) (21200.1.0ヶX月) 

計 (6195..2 8) (3104..0 2) (12900.2.0ヶ%月) 

表ー14 世帯類型別滞納期間，納入期間

世帯類型 滞納期問 納入期間 恩臨始以絡

単身 (3659.. 0 7) (3150..32 ) (15000.2.0ヶ%~ 

夫婦 (617 1..8 1) (3I 8 1..83 ) (2l090 .10ヶ%り

欠損 (2638 ,8 O) (3121..2 0) (31500.0.0ヶ%月) 

(夫婦~と5子歳） (5171.. 3 I) (482.. 5 9) (11900.8.0ヶ%月) 

( 夫6揖~と17子歳） (610 4 8 4) (399..7 6) (124 00.5.0ヶ%月) 

(夫18婦虚～と子） (6160..3 8) (3109..5 2) (21060.8.0ヶ%月) 

その他
(618 1.6I ) (3I 8t..3 4) (21090-4.0ヶ%月) 

計
(6183..6 3) (_3106.. 8 7) (12900.4.0ヶ%月〉
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表ー15 種別返済額

返済額 -1翡I1-2 2~ 3 3~ 4 晶更 計

1種
(134 3 .5} (3724 ,6) (3700 ,8) (1354 .0) (116 .0) (120027 ,0X) 

2種
(2349 ,3) (257 8 .6〉 (3983 .5) (715 • I) (25 .4) (120010 .0%) 

計
(1882 .8) (31302 .2) (31553 .0) (141.9 2) (24 1 .8) (140307 ,0%) 

高くなる。世帯類型別には（表ー14), それほどの差異

はないが，滞納の連続性が相対的に強いのは「単身」と

「欠損」である。滞納期間の比率は，滞納層全体の 63

％に比べて，「単身」は 70%, 「欠損」は 68%である。

上述のように，収入が低い世帯や「単身」「欠損」は

滞納が長期化し，滞納額の大きいことが特徴的であるが，

その滞納の連続性が強いことも特徴といえる。これらの

世帯は，ひとたび滞納を開始すると，その滞納が継続し，

著しく長期化する傾向にある。

4. 滞納家賃の返済

(1) 滞納家賃の返済額

近年の公営住宅の事業主体は滞納対策を強化しつつあ

り（後述），滞納世帯は家賃を支払い，かつ滞納家賃を

返済しない限り，いずれ公営住宅からの退去を余儀なく

されるようになる。滞納世帯は，低所得，借金，疾病等

の問題に加えて，滞納家賃の返済という問題をもかかえ

こむようになる。家賃納付意志の希薄な世帯の場合も，

表ー16 種別負担総額

負担総額 - 2鉗I2-3 3~ 4 4~ 5 5~ 6 以6万上円一 計

1種
(4 ， .0) (I204 .6) (1494 .4) (2660 .4) (1483 .9) (2047 .7) (102207 .0%) 

2種
(1353 • 7) (1376 • I) (3755 . 7) (1365 • 7) (8＂ .1) (614 .7) (120010 .0%) 

計
(942 .6) (1630 • 7) (2117 9 .2) (291.5 7) (1630 • 7) (164 1 ,0) (140037 .0%) 

（注）負担総額＝家只＋滞納返済額（以下同じ）

滞納家賃の返済という問題を回避できないようになる。

ここでは，滞納層が滞納家賃を返済するための負担がど

の程度であるかをみていく。

まず，表ー15は1か月当たりの返済額を示している。

この返済額は，滞納額の大きさと滞納世帯の負担能力に

よって決定されている。つまり，滞納額が大きい世帯で

は，より大きな額を返済することが必要になるが，他方

で返済額は滞納世帯の負担能力によっても規定され，返

済額はいわば滞納額と負担能力の妥協点に落ち着くこと

になる。また，返済額は事業主体の指導によって決定さ

れる場合が多いが，滞納世帯のすべてがその額を支払っ

ているとは限らず，ここでは滞納世帯が実際に支払って

いる返済額を示している。ただし，ここで示す返済額を

滞納世帯が毎月支払っているかどうかは別問題であり，

また返済額は月によって一定ではなく，ここでは調査時

点に最も近い時点で滞納世帯が支払った返済額を示して

滞納期間 1 世帯総収人（千円）
150 2.00 

家只 （千円） 返済額（千円）
20 2s I 1s 2_0 I 35 
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図ー4 世帯総収入別総負担率
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いる。

返済額は表にみられるように，「2~3万円」の 35% 

で最も比率が高く，次いで「1~2万円」の 30%で比率

が高い。種別には， 1種よりも 2種で返済額が小さく，

これは， 2種の滞納世帯の負担能力が低いことを反映し

ていると考えられる。 1種では 3万円以上の世帯が22

％を占めるのに対し， 2種では 10%であり， 1万円未

満の世帯は 1種の 15%よりも 2種の 23%で比率が高

しヽ。

この返済額に加えて，滞納世帯は家賃をも支払わねば

ならない。現在の家賃を負担しつつ，滞納家賃を返済し

ていくことが必要なわけであり，表ー16は返済額に家

賃を加えた額を「負担総額」と定義し，この「負担総額」

がどの程度かを示している。これによると，負担総額は，

「3-4万円」の 27%と「4-5万円」の 22%で比率が

高い。負担総額が5万円以上になる世帯もかなり高い比

率を占め，「5-6万円」 (14%)と「6万円以上～」 (14%) 

を合わせて 28%になる。種別には， 1種よりも 2種の

負担総額がかなり小さく，これは， 2種での返済額が小

さく家賃も低いためであり，また 2種の滞納世帯の負担

能力が低いことを示唆している。

つぎに，世帯総収入に対する負担総額の比率を「総負

担率」と定義し，これを図ー4-6に示した。この総負

担率は滞納層全体の平均で 22%になり，住宅宅地審議

会による公営住宅家賃の負担限度率が15-16%とされ

ていることからすればi:t22), ここでの総負担率はかなり

高い比率と考えられる。ただし，住宅宅地審議会による

負担限度率は賞与込みの収入をもとに算出したものであ

るのに対し，ここでの総負担率は手取りの月収をもとに

しており， したがって両者を単純には比較できない。し

かし，滞納層の職業や収入からすれば，賞与がそれほど

大きいとは考えられず，また滞納層が通常の家賃に加え

て滞納家賃を返済していることを考え合わせれば，滞納

層の総負担率が負担限度率を超えている場合が多いと考

えてよいであろう。

この総負担率を世帯総収入別にみると（図ー4)'収入

が低くなるほど総負担率が明らかに高くなっており，

「30万円以上～」の 15%に対して「25-30万円」から

「15-20万円」までは20%程度であり，「10-15万円」

では 27%とかなり高く，「-10万円未満」では49% 

と極端に高くなる。収入が低い世帯は家賃と返済額が低

く， したがって負担総額も低いのであるが，収入が低い

ために総負担率は高まる傾向にある。世帯類型との関連

でみると（図ー5)'総負担率が高いのは「単身」と「欠

損」であり，それぞれ 32%, 26 %になる。また，滞納

期間別にみると（図ー6)'滞納期間が長い「4年以上～」

で総負担率がとくに高く， 31%である。

このように，滞納層が家賃を支払い，かつ滞納家賃を

表ー17 種別滞納額の増減

滞納額の増減 減少 不変 増加 計

1種
(41323 .8) (2889 .6) (2889 ,6) (130011 .0%) 

2種
(41250 .3) (3966 .2) (1、849.5) (120065 .0%) 

計
(24533 .9) (31825 .1) (21438 ,0) (150706 .0%) 

表ー18 世帯総収入別滞納額の増減

滞納額の増減 減少 不変 増加 計

-10万未満円

世
(2815 .8) (3418 ,6) (3619 .5) (10052 .0%) 

10~15 
(4335 .2) (3205 .9) (2251 .9) (JO8O1 .OU 

帯
15~20 

(4556 .9) 
総

(3465 .9) (127 1 .2) (JO12O2 .OU 

20~25 

収
(4446 .2) (441 3 .3) (14.415 ) (101004 .0%) 

25~30 
(6326 • I) (2414 .1) (138 .8) (JO5O8 .OS) 

人

3以、0万上円～ (5262 • 4) (125 .8) (3012 .8) (10309 .0%) 

計
(24610 • I) (31520 .9) (291. 6 I) (140506 .0%) 

返済するには，全体的にかなり大きな負担が必要になっ

ている。なかでも，収入が低い世帯や「単身」「欠損」，

滞納が長期化した世帯は負担がとくに大きい。

(2) 滞納額の増減頒向

家賃滞納層は，滞納家賃の返済を毎月履行していると

は限らず，滞納額が減少しない世帯も多い。

ここでは，滞納額の増減傾向を「減少」「不変」「増加」

の3つに区分して表ー17に示したが，これによると，

滞納額が「減少」方向に向かっている世帯が44%であ

り，半数に満たないことがわかる。滞納額が増加も減少

もしない「不変」の世帯は 32%であり，滞納額がむし

ろ「増加」している世帯は 24%を占める。

世帯総収入別にみると（表ー18),収入が低くなるに

つれて滞納額「減少」が少なくなり，その比率は「30万

円以上～」の 56%, 「25-30万円」の 62%に比べて，

「10-15万円」では 43%, 「-10万円未満」では 29% 

にまで低下する。また，収入が低くなるほど滞納額「不

変」の比率が高くなり，収入がさらに低くなると「増加」

の比率が高くなる。収入が最も低い「~10 万円未満」
では「増加」が37%を占める。世帯類型との関連でい

えば（表ー19), 「単身」と「欠損」で滞納額「減少」の

比率が22%, 32 %と低く，「単身」では「増加」の比

率が48%ときわめて高い。滞納期間別に観察すると（表

-20), 滞納が長期化するほど滞納額「減少」の比率が

低下し，「増加」の比率が高まるという明確な傾向が現

れている。滞納額「減少」の比率は，「1-2か月」の 69%, 

「3-5か月」の 47%に比べて，「2-4年」では 33%, 

「4年以上～」では 14%にまで低下し，「増加」は，「1

-2か月」の 3%, 「3-5か月」の 11%に対して，「2

-4年」では 31%であり，「4年以上～」では 69%に

もなる。
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表ー19 世帯類型別滞納額の増減

濡納額の増減 減少 不変 増加 計

単身
(2110 • 7) (3014 .4) (4272 , 8) (10406 .0%) 

夫揖

世
(4245 .6) (2816 .6) (2615 .8) (10596 .0%) 

欠損
(328 1.8) (4349 ,3) (2231 .9) (10088 .0%) 

帯 夫蠅
(511 4 .9) (257 .9) (226 • 2) (10207 .0%) （ ～各ふ

類

型
冷巴名ふ (581 5 .5) (2498 .1) (1392 ,4) (101605 .0%) 

夫18歳揚と子(~)  (4657 .0) (3542 .9) (2300 .1) (101409 .0%) 

その他
(520 1 .3) (208 .5) (28II .2) (10039 .0%) 

計
(24349 • 7) (31824 .3) (21347 .0) (150700 .0%) 

表ー20 滞納期間別滞納額の増減

滞納額の増減 減少 不変 増加 計

I~ 2ヶ月
(6681 .5) (2285 .1) (33 .4) (10809 .0%) 

滞 3~ 5ヶ月
(47 39 .0) (4325 • 2) (10， .8) (10803 .0%) 

納 6~11ヶ月
(5632 • 9) (3339 • 9) (1214 .2) (JO11O5 .OU 

期 I~2; 満 (3496 .0) (2395 • 7) (3317 .4) (101108 .0%) 

間 2~ 4塁満 (3328 .8) (3462 .2) C33t 6 .o) (101106 .0%) 

4年以上～
(137 .5) (17， • 3) (6396 .2) (10502 .0%) 

計
(24543 .2) (31825 , 3) (21335 .6) (J5O7O3 .OX) 

すなわち，滞納層の多くは滞納額が減少しておらず，

収入が低い世帯や「単身」「欠損」，滞納が長期化した世

帯は，滞納額がむしろ増加していく領向を示している。

先述のように，収入が低い世帯，あるいは「単身」「欠損」

は滞納が著しく長期化し，滞納額が膨張するという状態

にあり，そうした世帯は返済のための負担も大きく，滞

納家賃を返済することがほとんど不可能になっていると

考えられる。

5. 事業主体の滞納対策

大都市の公営住宅家賃の収納率は一貫して低下する傾

向にあり（前掲図ー1)'事業主体は滞納対策の体制を整

備することが不可欠になってきている。昭和 50年代後

半には，大都市の事業主体の多くが滞納問題を専門に扱

うプロジェクト・チームを発足させ，滞納対策を公営住

宅管理行政の主要な課題の 1つに位置づけるに至ってい

る。この滞納対策は，事業主体によって内容が異なるが，

一般的に滞納期間等に応じた段階的措置から構成されて

おり，近年では，各段階ごとに措置の強化が試みられて

いる。第 1に，滞納期間がそれほど長くない世帯には，

家賃徴収員等の個別訪問による家賃納付指導が実施され

るようになっている。これは，家賃の徴収とともに滞納

の長期化の予防を意図したものであり，事業主体の多く

は，昭和 60年前後から専任の家賃徴収員を嘱託等で雇

用し，滞納世帯に個別に対応するという体制を整えてい

る。この家賃徴収員は，かなりの頻度で滞納世帯を訪問

し，家賃を徴収すると同時に，滞納家賃の分割納付等の
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表ー21 法的措置件数の推移

昭和58年 59年 60年 61年

1442 29  29  49  41  17  7 0 1 0 I 24132 31  61  85  13 IO  19  5 3421 88  12  54  56  86  97  40  53  13 4 0 838115I1513 34 叩駁4 1 1 1 

I 37713 6 9 4 315634 4 7 

計 462 1,076 1,603 2,534 

（注）法的措置件 は訴訟（曰訴）、
即決和解（悶立）、 K命令（申立）
及び強制執行（申立序の合計。

指導をも行っている。第 2は，法的措置による対策であ

る。滞納の長期化の予防措置が実施される他方で，滞納

が長期化した世帯には「明渡し請求」等を含む法的措置

が講じられることになる。最近では，ほとんどの事業主

体が法的措置件数を増加させるという方針をもってお

り，表ー21からわかるように，大都市における法的措

置件数は着実に増加する煩向を示しているtl23)。11大都

市の合計でみると，法的措置件数は，昭和 58年の 462

件に対して， 61年では 2,534件と 5倍以上に増加して

いる注24)0 

では，こうした滞納対策が進む中で，滞納層ぱどのよ

うな状態に置かれているのか。ここでは，調査結果をも

とに，どのような滞納層がどの措置段階に位置している

のかを明らかにしていく。

最初に，調査対象の名古屋市営住宅について，事業主

体の滞納対策の概要をみておくと，表ー22に示される

ように，滞納世帯には 4段階の家賃納付指導， 3段階の

法的措置が行われており，滞納対策は計7段階の措置か

ら構成されている。まず，現年度に滞納を開始した世帯

には「管理公社の対応」による納付指導が行われ，過年

度分を含む家賃を滞納している世帯には「徴収員の未誓

約対応」による納付指導が行われる。次に，過年度分を

含む家賃を滞納し，滞納期間が6か月を超える世帯には

誓約書を提出することが要求され，誓約書を提出した世

帯には「徴収員の誓約対応」による納付指導が行われる。

誓約書を提出しつつも徴収員の指導に従わない世帯には

市の住宅管理課による「収納係の誓約対応」が行われる。

これらの指導に従わない世帯，誓約書の提出を拒否する

世帯，あるいは誓約書を履行しない世帯には法的措置が

講じられるようになる。誓約を履行しなかった世帯が和

解を申し出た場合は，「誓約不履行後和解」の措置がと

られ，滞納額の 3分の 1を即納し，残額を 3年以内に分

割納付することが和解条件になる。分割納付の履行を 3

回以上怠ると住宅を明渡すことになる。和解に応じない

世帯や最終催告をしても誓約を履行しない世帯には「明

渡し訴訟」が行われる。この訴訟の和解条件は，滞納額

の2分の 1の即納，残額の 2年以内の分割納付，分割納



Architectural Institute of Japan

NII-Electronic Library Service

表ー22 名古屋市における滞納対策の措置段階

措置段階 対象世帯 施策内容

管対応理公社の 現始年め度た世に新帯たに滞納を ・.毎6月ヶ月1回以必上のず訪滞納問世し帯、納の付保指証導人へを行の通な知う。。

納

付 徴未誓収員約対の応
過年度を含む滞納世帯 ・• 毎12月ヶ月1回以必内ずの訪滞問納世し帯、納の付保指証導人、へ集の金通知を行。なう。

指 徴誓約収対員応の 過年度を含む滞納世帯
・.• 毎162月ヶヶ月月1以以回上必内のずの滞訪滞納問納世世し帯帯、納のに誓付保約指証書導人へ、を提集の金通出知さを行せ．なる。う。

導

収誓納約係対応の 徴過収年員度のを指含導む滞に従納世わ帯ない . ・誓6約ヶ月書提以上出世の帯滞納の世履帯行状に誓況約の書確認を提、不出履さ行せ世る帯。への督促。

誓和約解不履行後 誓申約し不出履た行世世市帯で和解を

’ く・・•履和員解納額行条額はを件の33年回＞1/以以3上内を即の怠納分っ割。た納と付き。は住宅を明渡す。
法

的 明渡し訴訟
．・籾誓約謀拒否罪世帯農名唇R阻靡を く・・•和滞残履解納額行条額はを件の23年回＞1/以以2上内を怠即の納分っ割．た納と付き。は住宅を明渡す。措

置
強制執行

・住判即世宅決決帯明和でを濃得解租世解たし瞬世帯条求帯訴訟で勝利
＜・執全行額納中止付条件＞

・ 項、訴不履訟上行のの和世解帯

付を 3回以上怠った場合に住宅を明渡すことである。訴

訟によって事業主体が勝利判決を得ると住宅明渡しの

「強制執行」が行われ，この段階になると，滞納家賃を

全額即納する以外に執行を中止することはできない。す

なわち，措置段階が進むに従い，滞納対策は納付指導か

ら法的措置に移行し，法的措置の中でも，段階が進むに

つれて，和解条件はよりきびしいものになっていく。

以上を前提として，表ー23は，措置段階別に滞納世

帯数の構成比をみたものである。ただし，• ここで使用し

ている調査の対象は，①過年度分を含む家賃を滞納して

いる世帯，②調査時点で公営住宅に居住している世帯で

あり（先述），「管理公社の対応」段階にある現年度に滞

納を開始した世帯，および「強制執行」等によって退去

した世帯は調査対象からはずしている。したがって，こ

こでとりあげるのは「徴収員未誓約対応」段階から「明

渡し訴訟」段階に位置する滞納世帯であるが，それぞれ

の構成比をみると，「徴収員未誓約対応」の 52%で最

も比率が高く，滞納世帯の半数程度が措置段階の初期に

位置していることがわかる。また，「徴収員誓約対応」

が32%, 「収納係誓約対応」が10%というように，措

置段階が進むにつれて比率は低下し，法的措置段階であ

る「誓約不履行後和解」と「明渡し訴訟」はそれぞれ4%, 

2%である。

つまり，滞納世帯の大半は初期の措置段階に位置して

いるわけであるが，種別にみると， 1種に比べて 2種の

滞納層は措置段階がより後期の世帯が多い。措置段階が

初期の「徴収員未誓約対応」は， 1種で 58%を占める

のに対して 2種では45%と比率が低く，「徴収員誓約

対応」以降の段階に位置する世帯はどの段階においても

2種で比率が高い。

また，措置段階は滞納世帯の属性によって大きく異な

り，たとえば，世帯総収入との関連でいえば（表ー24),

収入の高い世帯の多くが初期の段階に位置しているのに

比べ，収入が低い場合はより後期の段階に位置する世帯

が多い。措置段階が初期の「徴収員未誓約対応」と「徴

収員誓約対応」を合わせた比率をみると，収入が高い

「30万円以上～」や「25-30万円」では，それぞれ 98%, 

92 %とほとんど全部を占めるのに対し，収入が低い「10

-15万円」では 72%になり，「-10万円未満」では 57

％にまで比率が低下する。法的措置の「誓約不履行後

和解」と「明渡し訴訟」を合わせた比率は，「30万円以

上～」では 2%を占めるにすぎないのに対し，「-10万

円未満」では 19%を占める。

表ー25には世帯類型別に措置段階を表しており，こ

れによると，より後期の措置段階に位置するのは「単身」

である。措置段階が初期の「徴収員未誓約対応」「徴収

員誓約対応」は滞納層全体で 52%, 32 %を占めるのに

対し，「単身」では 46%, 22 %と比率が低く，法的措

置の「誓約不履行後和解」と「朋渡し訴訟」を合わせた

比率は，滞納層全体の 6%に比べて「単身」では 14% 

になる。

表ー26は滞納期間別に措置段階をみたものであり，

滞納期間が長い世帯は措置段階がより後期になるという

領向が明確に認められる。これは，措置段階が滞納期間

に応じて設定されているため，ある程度当然の傾向であ

るが，滞納期間が長くなるにつれて，滞納世帯が法的措

置に着実に近づいていくことがわかる。「誓約不履行後

和解」と「明渡し訴訟」を合わせた法的措置段階の世帯

は，滞納期間「1-2か月」から「1-2年」まではほと

んど存在しないのに対し，「2---:-4年」では 8%になり，

「4年以上～」では 41%ときわめて高い比率を占める。

このように，滞納層の中でも，収入が高い世帯や滞納

期間の短い世帯が初期の措置段階に位置しているのに対

し，収入が低い世帯や「単身」，滞納が長期化した世帯

は措置段階がより後期になっている。また，表ー27は

措置段階別に滞納額の増減領向を示しており，措置段階
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表ー23 種別措置段階

措匿段陪 1贋観対応層屑如 罪船 罪孟履行明渡し訴訟 I n 
1糧

(51985 .0) (2999 .5) (287 .0) (3JO .0) (1.5 5) (130036 .0%) 

2種
(4129 4.8) (31052 .4) (1327 .8) (414 .9) (26 .1) (120808 .0%) 

計 (3521.4 9) (23021 .2) (1604 .3) (234 .8) (I1I .8) (160024 .0%) 

表ー24 世帯総収入別措置段階

措置段屠
未徴収誓只約対応 微誓収約U対応 g納約対係応 〖約和不解履行 明渡し訴訟 計

-10万未洞円 (2815 .3) (2815 .3) (2413 .5) 
6 

(74 .5) {I0053 .0%) 01 3) 
世
10~15 

(4739 .0) (2251 .3) (1916 .3) (76 .2) 
I 

(10803 .0%) (I 2) 
苔
15-20 

(451 1 .5) (451 1 5) (1215 .2) (45 . I) 
I 

(101203 .0%) (0.8) 
総
20~25 

(456 1 8) (4437 .1) (78 .3) (1.2 8) 
I 

(IO10O9 .OX) (0  9) 
収
25-30 

(5312 .6) (4205 , 3) (64 .5) 
I 
< o゚.o) (10602 .0%) (1.6) 

入
I 3以0万上円～ (7330 .2) (2410 .4) (0゚.0) (2  4) (0゚.0) (10401 .0%) 

計 (24618 .3) (31659 .9) (151.6 9) (24 1 5) (17 .5) (10470 1 0%) 

表ー25 世帯類型別措置段階

措置段隣 闘B対応層屑如 罪恥 罪盃履行明濃し訴訟 計

単身
(4263 .0) (22II .0) (18， .0) (63 ,0) (84 .0) (10500 .0%) 

夫姐
{639 0.9) (2516 -0) 

世
(96 .4) (43 , 7) (0゚.0) (10064 .0%) 

欠担

帯
(4＂ 9.0) (3343 .4) (9， .4) (44 .2) (33 • I) (10906 .0%) 

(夫沿~と5虚子） (56＂ • 7) (4012 .0) 
I 

(0゚.0) < o゚.o) (10300 .0%) (3,3) 
類

図 （セ溢） (4863 .9) (471 0.1) (1210 .3) 
I 2 

00177 0.00 (0,6) (I.I) 

(1夫8嬌朧～と子） (588 6.4) (2462 .9) (813 .3) (711 • I) (1.2 3) (101506 .0%) 

その他
(5223 .3) (3415 , I) 

5 I 
(0゚.0) (I0404 .0%) (I 1.4) (2.3) 

計 (3521.0 9) (2300 2.4) (1603 .2) (233 . 7) (II 1.8) (100617 .0%) 

表ー26 滞納期間別措置段階
措置段階 闘8対応阻屑如 罪品 誓後約和不解履行 明渡し訴訟 計

I~ 2ヶ月
(9922 .0) (71 .0) 

I 
(0゚.0) < o゚.o) (I01000 .0%) (1.0) 

濡 3~ 5ヶ月
(7783 .5) (221.0 5) < o゚.o> < o゚.o) (0゚.0) (10903 .0%) 

納 8~11ヶ月
(512 9.0) (3420 .8) (7 ， .4) I 

< o゚.o) (JO12O2 .OX) (0  8) 

期 I~ 2年未満 (4534 .5) (4691 .2) (68 .5) 
I 

(0゚.0) 
(100124 .0%) (0.8) 

問 2~ 4塁洞 (1294 ,2) (4557 .6) (2374 ,2) (6.48 ) 
2 (101205 .0%) (I .6) 

4年以上～
(IO6 . 7) (26IS .8) (2112 .4) (2514 ,0) (16， .1) (10506 .0%) 

計 (3S2I 1 8) (2300 2.3) (164 0.3) (234 .9) (I1.I 8) (160020 .0%) 

表ー27 措置段階別滞納額の増減
澤納額の増減 減少 不変 培加 計

措 闘8対応 (4111.6 6) (399 5.5) (2624 .9) (1'1:1009 .0l) 

置 翻如 (51045 • I) {2585 .4) (134 7.5) (100194 .0%) 

段 罪船
(3221 .8) (3274 .5) (2919 , 7) (10064.0• %) 

罪が＇テ (37 ， .5) 
(16`  , 7) (45II ,8) (IO2O4 .Ol) 

隅 明渡し訴訟
(0゚.0) 

I 
(9010 .9) (100II .0%) (9. I) 

計
(24531 .9) (3183 2.0) (2138 4.1) ooo572 .ou 

が進むにつれて，滞納額「減少」の比率が低下し，「増加」

の比率が明らかに高まっている。すなわち，措置段階が

進むに従い滞納家賃の返済が困難になり，措置段階が後

期の世帯はより後期の段階に進む可能性が高いとみるこ

とができる。
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こうした点から，事業主体による滞納対策の効果を考

えておくと，その効果は滞納世帯の属性や滞納期間に

よってかなり異なると推察され，第 1に，収入が高い世

帯や滞納期間が短い世帯については，納付指導や滞納家

賃の分割納付等によって滞納家賃の返済がある程度可能

になるとみられる/1:25)。これらの世帯は，初期の措置段

階に位置しており，滞納額が減少方向に向かっている場

合も少なくない。しかし，第 2に，収入が低い世帯や「単

身」「欠損」，滞納が長期化した世帯は，滞納家賃の返済

のための負担がとくに大きく滞納額がむしろ増加領向を

示すなど，滞納家賃の返済がきわめて困難になっている。

これらの属性を合わせもつ世帯は問題がとくに大きいと

みられる。この場合は，現時点でも後期の措置段階に位

置する世帯が多く礼26¥ そうした世帯は，納付指導等に

よっては滞納家賃を返済できず，いずれ措置段階がより

後期に進み，「明渡し訴訟」等によって公営住宅からの

退去を余儀なくされる可能性も高いと考えられる。つま

り，事業主体の滞納対策が進む中で，滞納層の一定部分

は滞納家賃の返済が可能になると同時に，法的措置にま

で措置段階が進む可能性の高い階層が存在しているとい

えよう。

6. まとめ

本稿では，公営住宅における家賃滞納層の特性と問題

状況について考察を進めてきた。その結果得られた知見

を簡単にまとめれば以下のようである。

① 家賃滞納層の中に家賃納付意志の希薄な世帯が一

定の位置を占めることは事実であるが，他方では，借金

や疾病等の生活困窮によって家賃負担能力の低下した世

帯が大量に存在することもまた事実である。さらに，注

目する必要があるのは，収入がより低い世帯，あるいは

「単身」「欠損」において滞納が著しく長期化し，滞納

額が膨張しているという事実である。これらの世帯は，

ひとたび滞納を開始すると，その滞納が継続し，長期化

していく頒向にある。

② 滞納世帯は家賃を支払い，かつ滞納家賃を返済し

ていくことが必要になるが，そのための負担は全体的に

かなり大きい。また滞納層は，滞納家賃の返済を履行し

ているとは限らず，滞納額が減少しない世帯も多い。な

かでも，収入が低い世帯や「単身」「欠損」，滞納が長期

化した世帯は負担がとくに大きく，滞納額がむしろ増加

していく傾向を示している。

③ 事業主体による滞納対策は滞納期間等に応じた段

階的措置から構成されている。その中で滞納世帯がどの

措置段階に位置するのかを観察すると，収入が高く滞納

期間が短い世帯は初期の措置段階に位置しており，この

場合は，納付指導や滞納家賃の分割納付等によって滞納

家賃の返済がある程度可能になるとみられる。しかし，

収入が低く滞納が長期化している場合は後期の措置段階
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に位置する世帯が多く，そうした世帯は納付指導等に

よっては滞納家賃の返済が困難であり，いずれ措置段階

がより後期に進み，「明渡し訴訟」等によって公営住宅

からの退去を余儀なくされる可能性も高いと考えられ

る。

すなわち，公営住宅における家賃滞納は，滞納世帯と

事業主体の双方に深刻な問題をもたらしている。滞納世

帯は生活上の種々の問題に加えて，滞納家賃の返済に関

連する問題をもかかえるようになる。滞納が長期化し，

滞納家賃の返済が困難になる世帯も少なくない。事業主

体には，滞納の増大による公営住宅経営基盤の脆弱化と

いう問題が発生する。事業主体は，家賃納付指導等の対

策を講じる他方で，滞納家賃を返済できない世帯には法

的措置を講じざるをえないようになる。公営住宅は「福

祉住宅」としての性格を強め，より低所得の階層が増大

し，それが滞納の発生に結びつくという状態に・あり，そ

のような点からすれば，低所得層や社会福祉制度の対象

となる階層の生活状況を踏まえた公営住宅制度のあり方

を追求することが必要になってきているといえよう。

なお，本稿で使用した調査は，平野隆之講師（名古屋

経済大学）と筆者が共同で実施したものである。調査に

際しては，山田 明助教授（名古屋市立女子短期大学）

から助言をいただき，名古屋市建築局住宅管理課の皆様

から多大な協力を得た。記して謝意を表したい。

注

1) 11大都市の公営住宅家賃の収入未済額をみると，札幌市

263百万円，東京都9,611百万円，川崎市 69百万円，横

浜市 132百万円，名古屋市 1,682百万円，京都市681百

万円，大阪市 1,440百万円，神戸市 959百万円，広島市

604百万円，北九州市 573百万円，福岡市 1,674百万円

となっている（昭和 61年度）。

2) 11大都市の公営住宅について，滞納世帯率を調べたとこ

ろ，データが存在したのは，表ー1に示した 4都市のみ

であった。 • 

3) 文献4)(p.40図ー2-2~3), 文献5)(p. 239表ー1-5)

等を参照。

4)・文献1)

5) 玉置伸悟氏は，公営住宅制度の歴史的変化を検討し，公

営住宅が制度的に「福祉住宅」として位闘づけられてき

た過程を明らかにしている（文献5)pp.151~170)。た

だし，玉置氏は，大都市の公営住宅については，地方都

市に比ぺて居住者構成がそれほど低所得層に偏っていな

いと指摘している（文献5)pp. 239~245)。しかし，拙

稿（文献 1)~4))や文献6)に示されるように，近年の

大都市の公営住宅には低所得層や被保護層の増大領向が

認められ，また玉置氏も低所得層が経年的に増加してい

ることを指摘し，大都市の公営住宅居住者の収入階層構

成が 1種と 2種で差が大き<.2種住宅については居住

者構成がかなり低所得屑に偏っていることを示している

（文献5)pp, 239~245)。

6) 公営住宅における低所得層や被保護層の増大傾向とその

問題点については，すでに文献1)-4)等を報告している。

7) 調査対象地域として南区，天白区を選定したのは，その

区域を担当する家賃徴収員から調査協力の得られたこと

が大きな理由であるが，南区と天白区の市営住宅は，両

区を合わせると，その種別構成と滞納世帯率に関して，

名古屋市全体とほぼ同様の領向にある。両区の市営住宅

は， 1種60.0 %, 2種31.6 %, 改良住宅8.6%であり，

これは名古屋市営住宅全体の 1種63.7 %, 2種30.9 %, 

改良住宅5.4%とほぼ同様である。両区の市営住宅の滞

納世帯率は 13.2%であり，｀これも名古屋市全体の 12.0

％にほぼ等しい数値である（文献8)および名古屋市建

築局住宅管理課の資料による）。

8) 原資料から調査票への転記は家賃徴収員と住宅管理課職

員が行った。原資料から把握できない項目については，

家賃徴収員と住宅管理課職員が滞納世帯に面接調査を

行った。なお，調査項目の中で，世帯総収入，滞納理由，

滞納家賃の返済額については，「不明」が25-30%を占

めており，これらの項目の分析に際しては，滞納層全体

での構成比を問題にしつつも，滞納世帯の属性別分析に

重点を閻いた。

9) 一般世帯のデータは文献7)による。文献7)の調査は，

市営住宅の構造，建設年，種別，住戸規模，住戸プラン，

立地等を考慮したサンプリングにもとづく大数アンケー

ト調査（有効票， 3,229)であり，一般世帯の基本属性を

示す適切な資料と考えられる。なお，滞納世帯の調査が

南区と天白区の市営住宅を対象としているのに比ぺ，文

献7)の調査は名古屋市全域の市営住宅を対象としてお

り，両者を単純には比較できないが，南区と天白区に関

する一般世帯のデータは存在せず，ここでは文献7) と

の比較を通じて滞納世帯の特性を把握することが適切と

判断した。

10) 「欠損」 (96世帯）の 78% (75世帯）は母子世帯， 22% 

(21世帯）は父子世帯であり，「単身」 (51世帯）の 76% 

(39世帯）は男性， 24% (12世帯）は女性である。

11) 一般世帯に比ぺて，滞納世帯は年齢の高い「60歳～」の

比率がかなり低いが，これは滞納世帯の市営住宅の建設

時期が相対的に新しいことが一因とみられる。市営住宅

の建設時期を昭和 20-30年代， 40年代， 50年代以降に

区分すると，それぞれの比率は滞納世帯が 11.3%, 49.3 

%, 39.4 %, 一般世帯が26.5 % , 33. 3 % , 40. 3 %であ

り，滞納世帯は 20-30年代の比率が低く， 40年代の比

率が高い。

12) 文献7)による一般世帯の世帯主職業の分類には，「日雇

い・内職」と「無職」が設定されていない。

13) 滞納世帯の調査では，収入を手取りの月収で把握してい

るのに対し，文献7)の調査では一般世帯の収入を税込

みの年収でとらえており，両者を比較するのは適切でな

いと判断した。また，文献7)の調査では，一般世帯の

保護率を把握していない。

14) 公営住宅の被保護世帯には，家賃に相当する住宅扶助が

支給されており，したがって，その滞納は，被保護世帯

が住宅扶助を家賃以外の支出に使用していることを示し

ている。これは被保護世帯の家賃納付意志の欠如に起因

するとみることができるが，他方では，生活扶助等の支

給額が低いために住宅扶助が家賃以外の支出に使用され

ているとも考えられる。この点については議論が分かれ
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るものと思われ，ここでは滞納層に被保護世帯が一定割

合含まれているという事実を指摘するにとどめておく。

なお，札幌市や神戸市等の一部の自治体では，住宅扶助

の「天引き」制度（住宅扶助を公営住宅管理部局に直接

納入する制度）が実施されるに及んでいる。

15) 厚生統計協会：国民の福祉の動向， 1987.1

16) 滞納理由は，家賃徴収員および住宅管理課職員が滞納世

帯に対する面接調査を通じて判定したものである。滞納

理由の中で，「疾病」「離死別」「老齢」「借金」「失業・定

年」等は客観的に判定しうる生活困窮要因であるが，「納

付意志希薄」はそうした明確な生活困窮要因がなく，家

賃負担能力を有するにもかかわらず家賃を納入していな

いとみなされる場合である。ただし，「納付意志希薄」の

世帯は，明確な生活困窮要因がないとはいえ，後述のよ

うに必ずしも家賃負担能力が高いわけではない。

17) 民営借家では家賃の滞納が「立退き」に結びつく可能性

が高く，滞納が発生しにくいのに比ぺ，公営住宅はもち

ろん自治体の経営による住宅であり，その居住者は家賃

滞納が「立退き」に直結するとは考えていない場合が少

なくない。そうした公営住宅の性格に関連して家賃納付

意志の希薄な世帯が存在していると考えられ，また，公

営住宅においては，居住者が生活困窮に陥った場合，そ

の生活困窮が家賃滞納に結びつきやすいとみられる。

18) 世帯総収入別に滞納理由が「納付意志希薄」の世帯の比

率をみると，「-10万円未満」では 31%, 「10-15万円」

では 47%, 「15-20万円」では 22%, 「20-25万円」で

は29%, 「25-30万円」では 27%, 「30万円以上～」で

は50%となっており（平均 33%). 収入が高い「30万

円以上～」で比率が高い反面，収入が低い「10-15万円」

でも比率が高く，「-10万円未満」においても一定比率

を占めることがわかる。また，滞納期間をみると，滞納

層全体では平均で 1年6か月であるのに比べ，「納付意志

希薄」の世帯は 2年4か月と滞納が著しく長期化してい

る。

19) 「単身」の世帯主年齢別構成は，「-29歳」4%, 「30-39歳」

14 %, 「40-49歳」 30%, 「50-59歳」 30%, 「60歳～」

22 %であり， 50歳以上は 52%を占める。

20) 表ー6に示したように，世帯主年齢が高い「60歳～」の

世帯は，保護率がきわめて高くなっており，これは，年

金を受給していない高齢者，あるいは年金水準の低い高

齢者が多いことを示唆している。

21) ここでいう「収入がより低い世帯」と「単身」「欠損」は

互いに重なる部分が大きい。表ー3に示したように，「単

身」「欠損」のそれぞれ 76%, 59 %は世帯総収入が15

万円未満であり，また，世帯総収入 15万円未満の世帯の

47 %は「単身」「欠損」である。

22) 公営住宅家賃の負担限度率は， 1種16%, 2種15%と

されている。

23) 大都市の中で，法的措置を最も早くから増加させたのは
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神戸市および北九州市であり，たとえば，神戸市では昭

和58年5月に「市営住宅家賃等の滞納者に対する明渡請

求措置に関する要綱」を策定するなど，法的措置を増加

させる方針を決定している。各大都市の公営住宅管理部

局は，「公営住宅管理連絡協議会」等で定期的に情報交換

や討議を行うなど，互いに滞納対策の内容を参考にして

おり，その過程で，多くの大都市が法的措置を講じるよ

うになってきている（東京都，名古屋市，大阪市，神戸

市へのヒアリング調査による）。

24) 法的措置件数は，行政の意志決定に左右されるところが

大きく，たとえば広島市と北九州市では，家賃の収納率

が低下しつつも（図ー1),法的措償件数は昭和 60年から

61年にかけて減少している（表ー21)。また，法的措置

を行うには，多くの人員と経費が必要であり，行政にお

いてその体制が整備されていることが条件になる。ただ

し，近年の多くの事業主体が法的措置を増加させる方針

をもっていることは間違いない。

25) 名古屋市では家賃の収納率が若干改善されつつあるが（図

-1), 名古屋市へのヒアリングによれば，これは，法的

措置の一定の効果に起因しつつも，滞納期間の短い世帯

に対する納付指導の効果によるところが大きいとのこと

である。

26) ただし，「欠損」については，措置段階が後期になるとい

う傾向は認められない。
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SYNOPSIS 

A STUDY ON BACK RENT PROBLEMS IN PUBLIC HOUSING 

by Dr. YOSUKE HIRAYAMA, Technical Official of Kobe 

Univ., Member of A. I. J. 

In recent years, rent defaulters are increasing in public_ housing. The aim of this study is to examine the state 

of back rent problems in public housing by means of the research of the characteristics of rent defaulters. 

As a result, I can say more than half of rent defaulters are tenants for whom it is difficult to pay rents on 

account of low income, debts and illness, and that an amount in arrears of low income rent defaulters is very 

large .. The low income tenants who have failed to pay rents for a long term have little ability to pay back their 

back rents, and tend to be asked to quit the houses. 
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